
 特定随意契約に関する公表について 

 地方自治法施行令（以下「令」という。）第 167 条の 2 第 1 項第 3 号により鳥取市役

所駅南庁舎地下等清掃作業委託契約の役務の提供を受けるため、鳥取市契約規則（昭和

39 年鳥取市規則第 3 号。以下「契約規則」という。）第 21 条の 3 の規定により次のと

おり公表する。 

令和８年３月１９日 

                     鳥取市長 深 澤   義 彦 

１ 契約対象の区分 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に係る特定随意契約 

２ 契約締結内容 

(1) 物品又は役務の概要 

駅南庁舎地下等清掃作業委託 

(2) 数量等 

別紙 ①「清掃委託仕様書」 

②「清掃作業基準仕様書」 

③「清掃作業区分基準表」 

(3) 納入場所又は履行場所 

鳥取市富安二丁目１３８番地４ 鳥取市役所駅南庁舎 

(4) 納入期限又は履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日 

３ 契約締結予定日 

令和８年４月１日 

４ 契約担当職員が特に必要と認める事項 

市の指示に従い、業務実績を報告すること。 

仕様書に記載されていない事項は、市と協議の上決定する。 

５ 契約申込みの申請先 

鳥取市 総務部 財産経営課（鳥取市幸町７１番地） 

電話：０８５７－３０－８１３１ 

F A X：０８５７－２０－３９４８ 



６ 契約申込みの期限 

令和８年３月３０日（月） 

７ 契約の相手方の決定方法 

見積り合わせ 

８ 契約の相手方の選定基準 

(1) 地方自治法施行令（以下「令」という。）第 167 条の 2 第１項第 3 号の規定を受

けた鳥取市契約規則（昭和 39 年鳥取市規則第 3号。以下「契約規則」という。）

第 21 条の 3の規定に該当すること。 

(2) 就労継続支援 B型事業所に該当し、本清掃業務を行える人員を有している事業者

の内、年度初めから清掃業務の対応が可能な事業者を選定。 

(3) 特定随意契約参加申込書を提出し、本市の審査に適合すること。 



別紙様式第１ 

特定随意契約参加申込書 

  令和  年  月  日 

鳥取市長 様 

住  所            

名  称            

代表者名          印 

特定随意契約に関する手続要領第２第２号により、次のとおり契約を申し込みます。 

１ 物品又は役務の概要 

２ 規格・品質等 

３ 数量等 

４ 見積金額                      円 

５ 納入見込日（物品の場合） 


